
林材業死亡労働災害多発警報発令要綱 

 

                      林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、林業又は木材製造業の労働災害のうち死亡災害が一定の期間に連続

的、かつ集中的に発生した都道府県に「林業死亡労働災害多発警報」又は「木材製造業

死亡労働災害多発警報」を発令することにより、林業又は木材製造業の事業主、労働者

等に対する注意を喚起するとともに、労働基準行政機関、関係行政機関、都道府県及び

林材業関係団体と協力して緊急に労働災害防止対策を推進し、林業又は木材製造業にお

ける労働災害の再発防止を早期に図ることを目的とする。 

 

［定義］ 

 中央の労働基準行政機関：厚生労働省（労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室） 

 中央の関係行政機関  ：林野庁（林政部経営課林業労働対策室及び国有林野部業務

部） 

 中央の林材業関係団体 ：全国森林組合連合会、(一社)全国木材組合連合会、 

             全国素材生産協同組合連合会、全国国有林造林生産業連絡

協議会 

 都道府県       ：都道府県（林務）担当部局 

 林材業関係団体    ：都道府県森林組合連合会、都道府県木材組合連合会等 

 

（警報の名称） 

第２条 警報の名称は、林業の場合にあっては「林業死亡労働災害多発警報」とし、木材 

 製造業の場合にあっては「木材製造業死亡労働災害多発警報」（以下「警報」という。） 

 とする。 

 

（警報発令者） 

第３条 警報の発令者は、林業・木材製造業労働災害防止協会会長（以下｢会長｣という。） 

 とする。 

 

（警報発令の基準） 

第４条 会長は、厚生労働省又は都道府県労働局の公表した死亡労働災害が次の各号のい

ずれかに該当した場合に、速やかに警報を発令するものとする。 

 (1) 林業の場合 

  ① １か月に複数回発生した場合 

  ② ２か月連続して発生した場合 

  ③ １月からの累積人数が３人以上となった場合 

 (2) 木材製造業の場合 



  ① １か月に複数回発生した場合 

  ② ２か月連続して発生した場合 

  ③ １月からの累積人数が２人以上となった場合 

 

（警報発令の期間） 

第５条 警報発令の期間は、発令の日から起算して３か月間とする。 

  ただし、当該発令期間の終期において第４条第１号又は第２号の基準を超えている場

合は、当該発令期間の満了の日の翌日から起算して１か月単位で死亡労働災害がゼロと

なるまで延長し、実施するものとする。 

 

（警報発令の通知） 

第６条 会長は、警報発令を決定したときは、警報発令対象都道府県の支部長に通知する。 

２ 会長は、中央の労働基準行政機関、中央の関係行政機関、中央の林材業関係団体に協

力の要請を行う。 

３ 会長は、警報発令対象都道府県の支部以外の隣接する都府県支部長に対して、当該都

府県へ警報発令した旨通知する。 

 

（取り組むべき労働災害再発防止対策） 

第７条 取り組むべき労働災害再発防止対策は、別紙１に定める「林業労働災害再発防止 

 対策」又は別紙２に定める「木材製造業労働災害再発防止対策」（以下「再発防止対策」 

 という。）」とする。 

 

（再発防止対策の実施等） 

第８条 警報発令対象都道府県の支部長は、地方労働行政機関、地方関係行政機関、都道

府県及び都道府県林材業関係団体と連携を密にして、労働災害防止に必要な再発防止対

策を積極的に実施する。 

２ 警報発令対象都道府県の支部長は、事業の発注者に対して、請負事業者に対する労働

災害の防止に向けた協力要請を行う。 

 

（再発防止対策の取組対象者） 

第９条 第４条に該当する警報発令の取組対象者は、警報発令対象都道府県の支部長及び

林業・木材製造業労働災害防止協会会員のほか、会員外の林材業事業場も含めるものと

する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、警報発令に関し必要な事項は別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１８日から施行する。 

 


